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（
内
閣
委
員
会
）

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
文
書
等
の
管
理
の
基
本
的
な
事
項
と
し
て
、
行
政
文
書
等
の
作
成
・
保
存
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
等

に
つ
い
て
の
原
則
を
定
め
る
と
と
も
に
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
が
国
立
公
文
書
館
等
に
お
い
て
適
切
に
保
存
さ

れ
、
利
用
に
供
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

「
国
立
公
文
書
館
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
（
以
下
「
国
立
公
文
書
館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る

公
文
書
館
並
び
に
行
政
機
関
の
施
設
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
類
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

２

「
行
政
文
書
」
と
は
、
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
（
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

３

「
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
を
い
う
。

４

「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
は
、
歴
史
公
文
書
等
の
う
ち
、
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
た
も
の
等
を
い
う
。
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二
、
行
政
文
書
の
管
理

１

行
政
機
関
の
職
員
は
、
当
該
行
政
機
関
に
お
け
る
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
当
該
行
政
機
関
の
事

務
及
び
事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
で
あ
る
も

の
を
除
き
、
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
は
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
機
関
の
職
員
が
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
行
政
文
書
に
つ

い
て
分
類
し
、
名
称
を
付
す
る
と
と
も
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
機
関
の
長
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
は
国
立
公
文
書
館
等
に

移
管
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
得
て
、
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

行
政
機
関
の
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
得
て
、
行
政
文
書
管
理
規
則
を
設
け
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
法
人
文
書
の
管
理

独
立
行
政
法
人
等
は
、
二
の
規
定
に
準
じ
て
、
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た

文
書
で
あ
っ
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が

保
有
し
て
い
る
も
の
（
「
法
人
文
書
」
と
い
う
。
）
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
、
歴
史
公
文
書
等
の
保
存

１

国
の
機
関
（
行
政
機
関
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
国
の
機
関
が
保
有
す
る
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
１
の
協
議
に
よ
る
定
め
に
基
づ
き
、
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
国
立
公
文
書
館
に
お
い
て
保
存

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
を
保
有
す
る
国
の
機
関
と
の
合
意
に
よ
り
、
そ
の
移
管
を

受
け
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
立
公
文
書
館
等
の
長
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
、
そ
の
内
容
、
保
存
状
態
等
に
応
じ
、
保
存
及
び
利
用
の
た
め
に

必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
公
文
書
管
理
委
員
会

１

内
閣
府
に
、
公
文
書
管
理
委
員
会
を
置
き
、
本
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
さ
せ
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
立
案
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
廃
棄
に
つ
い
て
の
同
意
、
六
の
１
に
規

定
す
る
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
雑
則
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１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
公
文
書
等
の
管
理
に
つ
い
て

改
善
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
し
、
当
該
勧
告
の
結
果
と
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
本
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
そ
の
保
有
す
る
文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
て
必
要
な
施
策
を
策

定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
施
行
期
日
等

１

本
法
律
は
、
五
の
規
定
等
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
本
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
本
法
律
の
施
行
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
行
政
文
書
等
の
範
囲
等
の

事
項
に
つ
き
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
会
及
び
裁
判
所
の
文
書
管
理
の
在
り
方
に

つ
い
て
は
、
本
法
律
の
趣
旨
、
国
会
及
び
裁
判
所
の
地
位
及
び
権
能
等
を
踏
ま
え
、
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
目
的
規
定
に
「
公
文
書
等
が
、
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有

の
知
的
資
源
」
で
あ
る
こ
と
等
を
明
記
す
る
こ
と
、
作
成
す
べ
き
文
書
の
範
囲
の
具
体
化
及
び
明
確
化
、
行
政
文
書
の
廃
棄
に

つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
要
す
る
こ
と
、
検
討
条
項
の
追
加
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


